
議

案

第

三

号

杉

並

区

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

及

び

利

用

に

関

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

十

六

年

二

月

二

十

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

及

び

利

用

に

関

す

る

条

例

（

目

的

）

第

一

条

こ

の

条

例

は

、

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

及

び

利

用

に

関

し

、

基

本

原

則

及

び

必

要

な

事

項

を

定

め

る

こ

と

に

よ

り

、

防

犯

カ

メ

ラ

の

有

用

性

に

配

慮

し

つ

つ

、

区

民

等

の

権

利

利

益

を

保

護

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

（

定

義

）

第

二

条

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

防

犯

カ

メ

ラ

犯

罪

の

予

防

を

目

的

と

し

て

特

定

の

場

所

に

継

続

的

に

設

置

さ

れ

る

カ

メ

ラ

装

置

（

犯

罪

の

予

防

を

従

た

る

目

的

と

し

て

設

置

さ

れ

る

も

の

を

含

む

。

）

で

、

画

像

表

示

装

置

及

び

録

画

装

置

を

備

え

る

も

の

を

い

う

。

二

画

像

防

犯

カ

メ

ラ

に

よ

り

記

録

さ

れ

た

画

像

で

あ

っ

て

、

当

該

画

像

か

ら

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

を

い

う

。



（

基

本

原

則

）

第

三

条

防

犯

カ

メ

ラ

を

設

置

し

、

又

は

利

用

す

る

も

の

は

、

区

民

等

が

そ

の

容

ぼ

う

・

姿

態

を

み

だ

り

に

撮

影

さ

れ

な

い

自

由

を

有

す

る

こ

と

に

か

ん

が

み

、

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

及

び

利

用

並

び

に

画

像

の

取

扱

い

（

以

下

「

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

等

」

と

い

う

。

）

に

関

し

、

適

正

な

措

置

を

講

ず

る

よ

う

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

（

設

置

利

用

基

準

の

届

出

）

第

四

条

次

に

掲

げ

る

も

の

が

、

道

路

、

公

園

そ

の

他

規

則

で

定

め

る

多

数

の

者

が

来

集

す

る

場

所

に

防

犯

カ

メ

ラ

を

設

置

し

よ

う

と

す

る

場

合

に

は

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

防

犯

対

象

区

域

そ

の

他

の

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

及

び

利

用

に

関

す

る

基

準

を

定

め

、

こ

れ

を

区

長

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

届

出

の

内

容

を

変

更

し

よ

う

と

す

る

と

き

も

、

同

様

と

す

る

。

一

杉

並

区

二

商

店

街

振

興

組

合

法

（

昭

和

三

十

七

年

法

律

第

百

四

十

一

号

）

に

基

づ

く

振

興

組

合

及

び

振

興

組

合

連

合

会

並

び

に

中

小

企

業

等

協

同

組

合

法

（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

百

八

十

一

号

）

に

基

づ

く

商

店

街

協

同

組

合

三

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

二

百

六

十

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

地

縁

に

よ

る

団

体

四

そ

の

他

規

則

で

定

め

る

も

の

（

防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

の

義

務

等

）

第

五

条

前

条

の

規

定

に

よ

る

届

出

の

義

務

の

あ

る

も

の

（

以

下

「

届

出

義

務

者

」

と

い

う

。

）

で

防

犯



カ

メ

ラ

を

設

置

し

よ

う

と

す

る

も

の

は

、

そ

の

取

り

扱

う

防

犯

カ

メ

ラ

の

管

理

及

び

利

用

を

適

切

に

行

わ

せ

る

た

め

に

、

防

犯

対

象

区

域

ご

と

に

防

犯

カ

メ

ラ

管

理

責

任

者

を

置

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

自

ら

防

犯

カ

メ

ラ

管

理

責

任

者

と

な

る

防

犯

対

象

区

域

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

２

届

出

義

務

者

で

防

犯

カ

メ

ラ

を

設

置

し

た

も

の

は

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

防

犯

対

象

区

域

ご

と

に

、

そ

の

見

や

す

い

場

所

に

、

防

犯

カ

メ

ラ

管

理

責

任

者

の

氏

名

、

防

犯

カ

メ

ラ

を

設

置

し

て

い

る

旨

そ

の

他

規

則

で

定

め

る

事

項

を

表

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

六

条

届

出

義

務

者

で

防

犯

カ

メ

ラ

を

設

置

し

た

も

の

及

び

防

犯

カ

メ

ラ

管

理

責

任

者

（

以

下

「

防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

」

と

い

う

。

）

は

、

画

像

（

当

該

防

犯

カ

メ

ラ

に

よ

り

記

録

さ

れ

た

も

の

に

限

る

。

以

下

同

じ

。

）

か

ら

知

り

得

た

区

民

等

の

情

報

を

他

に

漏

ら

し

て

は

な

ら

な

い

。

防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

で

な

く

な

っ

た

後

に

お

い

て

も

同

様

と

す

る

。

２

防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

は

、

次

に

掲

げ

る

場

合

を

除

き

、

画

像

を

設

置

目

的

以

外

の

目

的

に

利

用

し

、

又

は

第

三

者

に

提

供

し

て

は

な

ら

な

い

。

一

画

像

か

ら

識

別

さ

れ

る

特

定

の

個

人

（

以

下

「

本

人

」

と

い

う

。

）

の

同

意

が

あ

る

場

合

二

法

令

に

定

め

が

あ

る

場

合

三

区

民

等

の

生

命

、

身

体

又

は

財

産

に

対

す

る

危

険

を

避

け

る

た

め

、

緊

急

か

つ

や

む

を

得

な

い

と

認

め

ら

れ

る

場

合

３

防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

は

、

画

像

を

保

存

す

る

場

合

に

は

、

当

該

画

像

を

加

工

し

て

は

な

ら

な

い

。

４

防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

は

、

画

像

の

漏

え

い

、

滅

失

又

は

き

損

の

防

止

そ

の

他

の

画

像

の

安

全

管

理

の

た

め

に

必

要

な

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。



５

防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

は

、

本

人

か

ら

、

当

該

本

人

が

識

別

さ

れ

る

画

像

の

開

示

を

求

め

ら

れ

た

と

き

は

、

本

人

に

対

し

、

当

該

画

像

を

開

示

す

る

よ

う

配

慮

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

６

防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

は

、

そ

の

取

り

扱

う

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

等

に

関

す

る

苦

情

の

適

切

か

つ

迅

速

な

処

理

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

報

告

の

徴

収

等

）

第

七

条

区

長

は

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

に

対

し

、

そ

の

取

り

扱

う

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

等

に

つ

い

て

報

告

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

区

長

は

、

前

項

の

報

告

に

よ

り

、

第

四

条

、

第

五

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

六

条

第

一

項

、

第

二

項

、

第

三

項

若

し

く

は

第

四

項

の

規

定

に

違

反

す

る

行

為

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

に

対

し

、

当

該

違

反

行

為

の

中

止

そ

の

他

違

反

を

是

正

す

る

た

め

に

必

要

な

措

置

を

と

る

べ

き

旨

の

勧

告

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

苦

情

の

申

立

て

）

第

八

条

区

民

等

は

、

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

等

に

つ

い

て

、

区

長

に

対

し

、

苦

情

を

申

し

立

て

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

苦

情

の

申

立

て

を

受

け

た

と

き

は

、

適

切

か

つ

迅

速

に

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

３

区

長

は

、

第

一

項

の

苦

情

の

処

理

に

つ

い

て

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

杉

並

区

情

報

公

開

・

個

人

情

報

保

護

審

議

会

の

意

見

を

聴

く

こ

と

が

で

き

る

。

（

公

表

）



第

九

条

区

長

は

、

第

七

条

第

二

項

の

勧

告

を

し

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

勧

告

を

受

け

た

者

が

、

正

当

な

理

由

な

く

、

そ

の

勧

告

に

従

わ

な

か

っ

た

と

き

は

、

そ

の

旨

を

公

表

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

し

、

勧

告

を

行

う

い

と

ま

が

な

い

と

認

め

ら

れ

る

と

き

は

、

同

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

勧

告

を

行

わ

な

い

で

そ

の

旨

を

公

表

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

区

長

は

、

毎

年

一

回

以

上

、

第

四

条

の

規

定

に

よ

る

届

出

の

状

況

、

前

条

第

一

項

の

苦

情

の

処

理

状

況

そ

の

他

規

則

で

定

め

る

事

項

を

公

表

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

委

任

）

第

十

条

こ

の

条

例

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

規

則

で

定

め

る

。

附

則

１

こ

の

条

例

は

、

平

成

十

六

年

七

月

一

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

施

行

す

る

。

２

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

現

に

道

路

、

公

園

そ

の

他

規

則

で

定

め

る

多

数

の

者

が

来

集

す

る

場

所

に

防

犯

カ

メ

ラ

を

設

置

し

て

い

る

も

の

で

、

第

四

条

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

も

の

は

、

施

行

日

か

ら

起

算

し

て

一

月

以

内

に

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

当

該

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

及

び

利

用

に

関

す

る

基

準

を

定

め

、

こ

れ

を

区

長

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

届

出

は

、

同

条

の

規

定

に

よ

り

さ

れ

た

届

出

と

み

な

す

。

３

杉

並

区

情

報

公

開

・

個

人

情

報

保

護

審

議

会

条

例

（

昭

和

六

十

一

年

杉

並

区

条

例

第

四

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

一

条

中

「

及

び

」

を

「

、

」

に

改

め

、

「

住

民

基

本

台

帳

事

務

」

の

下

に

「

並

び

に

杉

並

区

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

及

び

利

用

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

六

年

杉

並

区

条

例

第

号

。

以

下

「

防

犯

カ

メ



ラ

条

例

」

と

い

う

。

）

に

基

づ

く

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

等

に

関

す

る

事

務

」

を

加

え

る

。

第

二

条

第

一

項

中

「

及

び

住

基

条

例

」

を

「

、

住

基

条

例

及

び

防

犯

カ

メ

ラ

条

例

」

に

改

め

、

同

項

第

一

号

中

「

及

び

住

民

基

本

台

帳

事

務

」

を

「

、

住

民

基

本

台

帳

事

務

及

び

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

等

に

関

す

る

事

務

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

及

び

電

子

計

算

組

織

」

を

「

、

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

等

に

関

す

る

事

務

及

び

電

子

計

算

組

織

」

に

改

め

る

。

（

提

案

理

由

）

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

及

び

利

用

に

関

す

る

基

本

原

則

等

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

。
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杉

並

区

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

及

び

利

用

に

関

す

る

条

例

附

則

第

三

項

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

情

報

公

開

・

個

人

情

報

保

護

審

議

会

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

（

設

置

）

（

設

置

）

第

一

条

杉

並

区

情

報

公

開

条

例

（

昭

和

六

十

一

年

第

一

条

杉

並

区

情

報

公

開

条

例

（

昭

和

六

十

一

年

杉

並

区

条

例

第

三

十

八

号

）

に

基

づ

く

情

報

公

開

杉

並

区

条

例

第

三

十

八

号

）

に

基

づ

く

情

報

公

開

制

度

、

杉

並

区

個

人

情

報

保

護

条

例

（

昭

和

六

十

制

度

、

杉

並

区

個

人

情

報

保

護

条

例

（

昭

和

六

十

一

年

杉

並

区

条

例

第

三

十

九

号

。

以

下

「

個

人

情

一

年

杉

並

区

条

例

第

三

十

九

号

。

以

下

「

個

人

情

報

保

護

条

例

」

と

い

う

。

）

に

基

づ

く

個

人

情

報

報

保

護

条

例

」

と

い

う

。

）

に

基

づ

く

個

人

情

報

保

護

制

度

、

杉

並

区

住

民

基

本

台

帳

に

係

る

個

保

護

制

度

及

び

杉

並

区

住

民

基

本

台

帳

に

係

る

個

人

情

報

の

保

護

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

三

年

杉

人

情

報

の

保

護

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

三

年

杉

並

区

条

例

第

四

十

四

号

。

以

下

「

住

基

条

例

」

と

並

区

条

例

第

四

十

四

号

。

以

下

「

住

基

条

例

」

と

い

う

。

）

に

基

づ

く

住

民

基

本

台

帳

事

務

並

び

に

い

う

。

）

に

基

づ

く

住

民

基

本

台

帳

事

務

杉

並

区

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

及

び

利

用

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

六

年

杉

並

区

条

例

第

号

。

以

下

「

防

犯

カ

メ

ラ

条

例

」

と

い

う

。

）

に

基

づ

く

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

等

に

関

す

る

事

務

の

適

正

か

つ

の

適

正

か

つ

資 料
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円

滑

な

運

営

を

推

進

す

る

た

め

、

杉

並

区

情

報

公

円

滑

な

運

営

を

推

進

す

る

た

め

、

杉

並

区

情

報

公

開

・

個

人

情

報

保

護

審

議

会

（

以

下

「

審

議

会

」

開

・

個

人

情

報

保

護

審

議

会

（

以

下

「

審

議

会

」

と

い

う

。

）

を

置

く

。

と

い

う

。

）

を

置

く

。

（

所

掌

事

項

）

（

所

掌

事

項

）

第

二

条

審

議

会

は

、

個

人

情

報

保

護

条

例

、

住

基

第

二

条

審

議

会

は

、

個

人

情

報

保

護

条

例

及

び

住

条

例

及

び

防

犯

カ

メ

ラ

条

例

の

規

定

に

よ

り

区

長

基

条

例

の

規

定

に

よ

り

区

長

が

そ

の

意

見

を

聴

く

こ

と

と

さ

れ

た

事

項

の

ほ

が

そ

の

意

見

を

聴

く

こ

と

と

さ

れ

た

事

項

の

ほ

か

、

次

に

掲

げ

る

事

項

に

つ

い

て

、

区

長

の

諮

問

か

、

次

に

掲

げ

る

事

項

に

つ

い

て

、

区

長

の

諮

問

に

応

じ

、

答

申

す

る

。

に

応

じ

、

答

申

す

る

。

一

情

報

公

開

制

度

、

個

人

情

報

保

護

制

度

、

住

一

情

報

公

開

制

度

、

個

人

情

報

保

護

制

度

及

び

民

基

本

台

帳

事

務

及

び

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

等

住

民

基

本

台

帳

事

務

に

関

す

る

事

務

の

運

用

に

関

す

る

重

要

事

項

の

運

用

に

関

す

る

重

要

事

項

二

略

二

略

２

審

議

会

は

、

情

報

公

開

制

度

、

個

人

情

報

保

護

２

審

議

会

は

、

情

報

公

開

制

度

、

個

人

情

報

保

護

制

度

、

住

民

基

本

台

帳

事

務

、

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

制

度

、

住

民

基

本

台

帳

事

務

及

び

電

子

計

算

組

織

置

等

に

関

す

る

事

務

及

び

電

子

計

算

組

織

の

運

用

の

運

用

に

関

す

る

重

要

事

項

に

つ

い

て

、

区

長

に

建

議

す

に

関

す

る

重

要

事

項

に

つ

い

て

、

区

長

に

建

議

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

る

こ

と

が

で

き

る

。




